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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年８月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２９年３月９日 １１時３５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第２区 

 宇品
う じ な

灯台から真方位１５６°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１９.１′ 東経１３２°２８.５′） 

事故の概要 旅客フェリー四万十川
し ま ん と が わ

は、航行中、船員居住区域下部に浸水した。  

事故調査の経過  平成２９年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー 四万十川、６９９トン 

 １３２５３５、瀬戸内海汽船株式会社 

 ６０.８５ｍ×１３.１６ｍ×３.３２ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,０５９kＷ（合計）、平成３年３月１９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 四級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成６年１１月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１月２４日 

  免状有効期間満了日 平成３１年１１月１３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船員居住区域下部の船体中央部船底外板上面に浸水 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、旅客２４人を乗せ、車両５台を

積載し、船首約１.８ｍ、船尾約３.１ｍの喫水で、平成２９年３月９

日１１時２０分ごろ広島県呉市呉港に向けて広島港桟橋から出航し、

広島港内を南東進していた。 

 船長は、１１時３５分ごろ機関長から船員居住区域下部に浸水して

いる旨の報告を受け、操船を他の乗組員に任せて降橋し、中央部ボイ

ドスペース（特定の目的に使用しない区画で、船内空所ともいう。）

の船底外板からの浸水を認めた。 
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 船長は、運航会社を経由して海上保安庁に本事故の発生の通報を行

い、１２時０５分ごろ呉港に到着した後、全ての旅客を下船させ、車

両を降ろした。 

 本船は、以後の運航を取り止めた。 

 本船は、造船所のダイバーによる調査で、中央部右舷の船底外板

（設計上の板厚約８mm）に破口が見付かったので、木栓及びパテによ

り浸水箇所の応急処理が行われ、１２日入渠
きょ

し、中央部右舷の船底外

板の切替え及びダブリング（強度を増す目的で、二重に鉄板を取り付

けること。）が施された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 船底外板の破口、写真２ 

船員居住区域下部の船底外板上面 参照） 

 その他の事項  本船は、広島港、呉港及び愛媛県松山市松山港第１区を結ぶ定期航

路に就航しており、第１種中間検査のため２月下旬に入渠し、３月６

日に出渠していた。 

本船は、超音波測定器で、平成２１年２月の定期検査で中央の横断

面について板厚計測を行い、平成２６年３月の定期検査では本事故の

破口が生じた船底外板の板厚測定を行っていたが、破口が発生するほ

どの腐食は見付からなかった。 

本事故の浸水箇所は、燃料油、清水及びバラストタンク等の二重底

構造部分ではなく、一枚の船底外板の上方に床面を設けて船員居住区

としている部分で、船底外板と床面との間がボイドスペースになって

おり、船員居住区床面に設けられた開口部（蓋
ふた

付き）からボイドスペ

ースに入ることができる構造になっていた。 

 船長は、８日１１時２０分ごろ前任の船長と交替した際、船員居住

区付近のビルジの量が、ふだんより多くなっている旨の引継ぎを受け

たので、航行中、ビルジの滞留状況を確認させていた。 

船長は、溜
た

まったビルジをポンプで排水した後、ポンプで引けなか

った残りのビルジを手作業により雑巾
ぞうきん

で拭き取る作業に時間が掛かっ

たので、広島港出港までに浸水箇所を特定できなかった。 

機関長は、船底外板上面に溜まったビルジを雑巾で拭き取っていた

とき、雑巾に付く銹
さび

の破片が多いことに気が付いた。 

本船は、過去に、浅所等に乗り揚げたことはなかった。 

本船は、本事故発生前の入渠時において、船底の外観検査が行われ

ていたが、本事故の破口が生じた船底外板に不具合が見付かっていな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、本船の船員居住区域下部の船底外板に腐食による破口が生



- 3 - 

じたことから、同区域に海水が浸入したものと考えられる。 

本船は、超音波測定器で、平成２１年２月の定期検査時に中央の横

断面について板厚計測を行い、平成２６年３月の定期検査時に本事故

の破口が生じた船底外板の板厚測定を行っていたが、破口が発生する

ほどの腐食は見付からず、また、外観検査でも、破口が生じるほどの

衰耗状況が分からなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船の船員居住区域下部の船底外板に腐食による破口が

生じたため、同区域に海水が浸入したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船底部は、ビルジ等の滞留を防止すること。 

・船齢が古い船舶は、可能な限り、船底外板の板厚測定のサンプリ

ング数を多くすること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年３月９日 １１時３５分ごろ発生） 

本船の進路 
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写真１ 船底外板の破口 

 

破口 

 

写真２ 船員居住区域下部の船底外板上面 

 

腐食による破口の応急修理箇所 


